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平成31年4月15日

最高裁判所事務総局総務局長殿

宇都宮家庭裁判所長岩井伸晃

裁判事務の分配等の定めについて

（平成6年7月22日付け総一第182号に基づく報告）

4月15日現在における標記の定めは，別添のとおりです。



〆

平成31年度における宇都宮家庭裁判所の裁判官の配置及

び事務分配等に関する定め

制定平成30年12月14日

改正平成30年12月21日

改正平成31年 3月15日

改正平成31年4月12日

第1 本庁

第1条本庁における裁判官の配置，裁判事務の分配及び開廷の日割は，第10

条ないし第13条に定めるものを除き，別表第1のとおりとする。

第2条新受事件（合議事件を除く。 ）は，前年度の最後に事件の分配を受けた

裁判官の次の順序の裁判官から分配する。ただし，次に掲げる場合は， この限

りでない。

（1） 家事事件手続法第274条により調停に付された事件及び同法第272

条4項により審判の申立てがあったものとみなされる事件は，従前の審判又

は調停事件を担当した裁判官に分配する。

（2） 付随事件（保全命令事件，審判前の保全処分を含む。 ）は，基本となる事

件を担当する裁判官に分配する。ただし，基本事件が現に係属中である場合

に限る。

（3）現に係属する人事訴訟事件に関連する通常訴訟事件は，当該人事訴訟担当

裁判官に分配する。

第3条差戻事件は，原裁判をした裁判官以外の裁判官に分配する。

2栃木支部が合議体で原裁判をした差戻事件は，本庁において取り扱う。

第4条再審事件は，原裁判をした裁判官に分配する。

第5条家事事件若しくは少年事件のそれぞれの間で，又は家事事件と少年事件

相互の問で，数個の事件が関連するなど，同一の裁判官により処理するのが相

1



当な場合には，担当裁判官間の協議により相互に事件の配てん換えをすること
（

ができる。

第6条家事事件手続法第272条4項により審判の申立てがあったものとみ

なされる事件及び同法第284条の審判相当事件につき審判をする場合に，担

当の裁判官が判事補の職権の特例等に関する法律による指名のない判事補（以

下「未特例判事補」 という。 ）であるときは，他の判事又は職権の制限を受け

ない判事補（以下「特例判事補」 という。 ）がこの事件を取り扱う。

第7条少年保護事件で少年法第20条による検察官送致の処分をする場合に，

担当の裁判官が未特例判事補であるときは，所長を除く他の判事又は特例判事

補がこの事件を取り扱う。

第8条宇都宮地方裁判所が訴訟事件を家庭裁判所の調停に付する決定をし，当

裁判所がこれを受理した場合には，当該訴訟事件を担当した裁判官が当裁判所

の裁判官を兼ねるときは，同裁判官が家事調停事件を取り扱うことができる。

第9条担当する裁判官に差し支えのあるときは，別表第2の他の裁判官が代理

する。

2 前項の裁判官の全員に差し支えのあるときは，別表第3の1及び2に掲げる

裁判官が同1， 2の順でそれぞれの順序及び権限に従って代理する。

3家事事件の合議体の一部に差し支えのあるときは，別表第3の1及び2に掲

げる裁判官が同1， 2の順でそれぞれの順序及び権限に従って代理し，少年事

件の合議体においては，裁判長裁判官に差し支えのあるときは，別表第3の2

に掲げる裁判官がその順序及び権限に従って代理し，裁判長裁判官を除く裁判

官に差し支えのあるときは，別表第3の1に掲げる裁判官がその順序及び権限

に従って代理する。

4前2項の代理順序によることができない場合には，所長の指名する本庁又は

支部の他の裁判官が代理する。

第10条本庁における少年保護事件受理時及び同行状執行時の観護措置決定等
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身柄に関する措置その他の令状請求関係事件(以下｢令状請求事件等」という。）

の担当裁判官の配置は，別表第4の2から4までのとおりとする。

第11条執務時間内（裁判所の休日 （以下「休日」 という。 ）を除く月曜日から

金曜日までの午前8時30分から午後5時までの間）に受理した令状請求事件

等については，別表第4の1に掲げる裁判官が担当する。

第12条執務時間外（休日を除く月曜日から金曜日までの午後5時から翌日の午

前8時30分まで及び休日の午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

の間）に受理した令状請求事件等については，執務時間外の令状当番の裁判官

が別表第4の2から4までに掲げる裁判官である場合には，当該裁判官が担当

し， この場合を除いては，別表第4の2に掲げる裁判官が担当する。

第13条前2条の定めにより令状請求事件等を担当すべき裁判官に差し支えが

あるときは，別表第4の3に掲げる裁判官がその順序及び権限に従って代理す

る。ただし,年末年始及び夏期在宅研究期間等における事件の担当については，

この定めにかかわらず，別表第4の2から4までに掲げる裁判官の協議により，

別段の定めをすることができる。

第14条少年法第17条の2の観護措置決定及び更新決定に対する異議事件（以

下「異議事件」 という。 ）については，すべて本庁において別表第1の裁判官

が取り扱う。

第2 支部

第15条各支部の裁判官の配置，裁判事務の分配及び開廷の日割は，別表第5の

とおりとする｡

第16条真岡支部及び大田原支部における合議事件は本庁において，足利支部に

おける合議事件（異議事件を除く。）は栃木支部において，それぞれ取り扱う。

第17条第3条第1項及び第8条の規定は大田原支部に，第2条及び第3条第1

項並びに第5条から第8条までの規定は栃木支部及び足利支部にそれぞれ準

用する。
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2栃木支部及び足利支部における令状請求事件等の担当裁判官の配置，事件の

分配及び代理順序は，それぞれの支部において定める。

第3本庁と支部の関係

第18条本庁又は支部に係属した事件で，他の支部又は本庁において取り扱うの

を相当とする場合は，担当裁判官間の協議により当該事件を他の支部又は本庁

へ回付することができる。なお，回付を受ける本庁又は支部において，複数の

裁判官が同種事件を担当しているときは，別表第2及び第6の各支部の最初に

記載された裁判官（所長を除く。 ） と協議する。

第19条真岡支部において裁判官に差し支えのあるときは，所長の指名する本庁

の裁判官（兼務を含む。 ）が代理する。

2 大田原支部，栃木支部又は足利支部において裁判官に差し支えのあるときは，

当該支部の他の裁判官が別表第6の順序に従って代理し，これによることがで

きないときは，所長の指名.する本庁の裁判官（兼務を含む。 ）が代理する。

3前2項の定めによることができない場合には，所長の指名する他の裁判官が

代理する。

第4 司法行政事務の代理順序

第20条所長に差し支えのあるときは，次の順序に従って代理する。

第1順位瀬戸啓子

第2順位伊良原恵吾

第3順位河本晶子

第4順位岡田健彦

第21条真岡支部長に差し支えのあるときは，所長の指名する本庁の裁判官（兼

務を含む。 ）が代理する。

2大田原支部，栃木支部又は足利支部の各支部長に差し支えのあるときは，当

該支部の他の裁判官が別表第6の順序に従って代理し，これによることができ

ないときは，所長の指名する本庁の裁判官（兼務を含む。 ）が代理する。
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3 前2項の定めによることができない場合には，所長の指名する他の裁判官が

代理する。

附則

この定めは，平成31年1月1日から施行する。

附則

この定めは，平成31年4月1日から施行する。

附則

この定めは，平成31年4月12日から施行する。
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(別表第1）

6

事件の
種別
事務分配 開廷日 裁判官の配置

(合議）

合議事件 全部

除斥・忌避等事件（少年事

件に関する申立てを含む。 ）

全部

随時 (合議係）

判事 瀬 戸 啓子

判事 南部潤一郎

判事 本間明日香

判事 綿引聡史

判事補(特)國原徳太郎

家事審判事件

別表第一事件
後見に関する事件

10分の4

財産管理に関する事

件 10分の5

児童福祉法に関する

事件 3分の1

その余の事件

別表第二事件

家事調停事件

別表第二事件

10分の4

10分の2

10分の3

家事事件手続法277条

事件 10分の3

一般事件 10分の3

人事訴訟事件 10分の4

通常訴訟事件（第2条(3)に

より他の裁判官に分配する

事件を除く。 ） 10分の4

保全命令事件（第2条(2)に

より他の裁判官に分配する

事件を除く。 ） 3分の1

家事共助事件 全部

家事雑事件 全部

水

時
時
時
時

随
火
月
月
随
随
随

(家事2係）

判事瀬 戸 啓子



番判畢1午

月ll完箪一事に

10分の1

:目続放棄に関する事

牛 10分の6

子の氏の変更に関す

る事件 全割

7､全〃〕軍ｲと

7

家事審判事件

別表第一事件

後見に関する事件

10分の5

財産管理に関する事

件 10分の5

相続放棄に関する事

件 10分の4

児童福祉法に関する

事件 3分の1

別表第二事件

家事調停事件

別表第二事件

10分の4

10分の3

家事事件手続法277条

事件 10分の3

一般事件 10分の3

人事訴訟事件 10分の4

通常訴訟事件（第2条(3)に

より他の裁判官に分配する

事件を除く。 ） 10分の4

保全命令事件（第2条(2)に

より他の裁判官に分配する

事件を除く。 ） 3分の1

水

随時

月

火・

木

木

随時

(家事3係）

判事 本間明日香



別表第二事件

10分の4

家事調停事件

別表第二事件

10分の4

家事事件手続法277条

事件 10分の4

一般事件 10分の4

人事訴訟事件 10分の2

通常訴訟事件（第2条(3)に

より他の裁判官に分配する

事件を除く。 ） 10分の2

保全命令事件（第2条(2)に

より他の裁判官に分配する

事件を除く。 ） 3分の1

水

(火・木）

金
金

随時

合議事件（異議事件を除
少 、

全部

（合議係）

判事

判事

判事

判事

判事補

判事補

少年

啓子

明日香

聡史

栄子

泰宏

郁弥

瀬戸

本間

綿引

東尾

柿部

平古場

随時

（注）

瀬戸

柴田

小笠原

本間

梶

綿引

東尾

随時 （合議係）

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

全部異議事件

啓子

誠

義康

明日香

直穂

聡史

栄子

随時 （少年2係）

判事 瀬戸啓子

少年保護事件

一般事件（交通事件を

除く。 ）

（在宅） 10分の1
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牢ｲ呆扁 イと

1

身柄ノ 10分のl

護事件10分の3

等共助事件全部

雄事件（篭10条

鴎
鵬
鵬

館
鮪
賄

雲ｲ牛竺皇方'隙の令状霊

’ ’ ’ ’
9

少年保護事件

一般事件（交通事件を

除く。 ）

２
２
の
の
分
分
０
０
１
１

ｊ
ｊ
宅
柄
在
身
く
く

交通事件（過失運転．

道交，ただし，交通集

団審判を除く。 ）

２
２
の
の
分
分
０
０
１
１

１
１
宅
柄
在
身
く
Ｉ

準少年保護事件10分の1

随時

随時

(少年4係）

判事 梶 直穂

少年保護事件

一般事件（交通事件を

除く。 ）

(在宅） 10分の2

(身柄） 10分の2

交通事件（過失運転．

道交，ただし，交通集

団審判を除く。 ）

(身柄） 10分の2

準少年保護事件10分の2

随時

随時

(少年5係）

判事 綿引聡史



－

除く。 ）

（在宅） 10分の5

（身柄） 10分の5

交通事件（過失運転・

道交，ただし，交通集

団審判を除く。 ）

（在宅） 10分の8

（身柄) 10分の5

交通集団審判事件 全部

準少年保護事件10分の4

火

随時

（注）少年合議事件の異議事件は，同事件の裁判官の配置欄中，別表第2の裁判

官に差し支えのあるときは，判事東尾栄子，判事梶直穂，判事小笠原義康，判事

柴田誠について，本性に記載の順序及び権限に従って，前年度の最後に合議体の

構成員となった裁判官の次の順序の裁判官が構成員となる合議体に順次分配す

る。
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(別表第2）

啓子

明日香

聡史

瀬
本
綿

判事

判事

判事

戸

間
引

り
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(別表第3）

1

郁弥（兼務）

泰宏（兼務）

徳太郎（兼務）

栄子（兼務）

直穂（兼務）

潤一郎（兼務）

義康（兼務）

誠（兼務）

平古場

柿部

國原

東尾

梶

南部

小笠原

柴田

判事補

判事補

判事補(特）

判事

判事

判事

判事

判事

１
２
３
４
５
６
７
８

2

(兼務）

(兼務）

(兼務）

岡田健彦

河本晶子

伊良原恵吾

判事

判事

判事

１
２
３
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(別表第4）

1

明日香

啓子

聡史

栄子（兼務）

事
事
事
事

本
瀬
綿
東

間
戸
引
尾

判
判
判
判

１
２
３
４

2

本間明日香

瀬戸啓子

綿引聡史

事
事
事

判
判
判

１
２
３

3

郁弥（兼務）

泰宏（兼務）

徳太郎（兼務）

栄子（兼務）

直穂（兼務）

潤一郎（兼務）

義康（兼務）

誠（兼務）

健彦（兼務）

晶子（兼務）

恵吾（兼務）

判事補

判事補

判事補(特）

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

平古場

柿部

國原

東尾

梶

南部

小笠原

柴田

岡田

河本

伊良原

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
皿

4

洋輔（兼務）

力（兼務）

和幸

憲一（兼務）

真由美

美佳（兼務）

直樹（兼務）

啓輔

判事

判事

判事

判事

判事補(特）

判事

判事

判事

畑
辺
尾
山
井
庭
賀
畑

中
渡
東
片
横
秋
有
中

１
２
３
４
５
６
７
８
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(別表第5）

真岡支部

大田原支部

事件（他の麦

、′‐ナス杜大"R全

I 雲

事調停畢件から拶狗

牛に限る。 ） 全割

る家事調停事件及U

判事件に付随するそ

事件（審判前の保全

窪
グ

14

事件の
種別
事務分配 開廷日 裁判官の配置

家事 家事審判事件 全部

家事調停事件 全部

人事訴訟事件 全部

通常訴訟事件 全部

上記以外の家事事件全部

月・火

月・火

水

水

随時

判事 中畑洋輔

事件の
種別
事務分配 開廷日 裁判官の配置

家事 家事審判事件（当支部にお

いて家事調停から家事審判

に移行した事件を除く。 ）

全部

家事調停事件（担当する家

事審判事件からの付調停事

件に限る。 ） 全部

人事訴訟事件 全部

通常訴訟事件 全部

その他の家事事件（他の裁

判官が担当する事件を除く

◎ ） 全部

金
水
水

時
。
・
・
時

随
火
火
火
随

事 渡辺 力



処分を含む。 ） 全部

栃木支部

口
Z分の1

菫一章〃lニ イ耗半’

7)訂司↑旱畢1と

事件の付調停事件を勝

l R,今の1

調停事件（担当0

事杜の付謂事化

ｆ

金
金
賄

１
１
翻
尚
調

の
の
全
の

15

事件の
種別
事務分配 開廷日 裁判官の配置

合議事件 全部 木 判事 片山憲
一

判事 秋庭美佳

判事補(特)横井真由美



｜ ’’’

61｣表弟一事1と

z宝ｲ汁、

当の銅學1と

玄〃t’一垂労子

全部

調停事件（担当の人事

事件の付調停事件券畭

淵ｲニ

16

家事審判別表第二事件（担

当の調停事件から家事審判

事件に移行した事件を除く

◎ ） 3分の1

家事審判別表第二事件（担

当の調停事件から家事審判

事件に移行した事件）

全部

家事調停事件（人事訴訟事

件の付調停事件を除く。 ）

3分の1

家事雑事件（本案を担当す

る事件，本案を担当した履

行勧告・履行命令事件）

全部

家事保全命令事件（本案を

担当する事件） 全部

木，金

木，金

金

随時

随時

判事補(特)横井真由美



０
，

全音B I"f

全部 ｜鮪f

足利支部

Ｉｌｌｌｌ

17

少年 合議事件 全部

少年保護事件 全部

準少年保護事件 全部

少年審判等共助事件全部

少年審判雑事件（第17条

第2項の令状請求事件等を

除く。 ） 全部

観護措置 全部

木

時
時
時
時

月
随
随
随
随

判事 片山憲
一

判事 秋庭美佳

判事補(特)横井真由美

判事補(特)横井真由美

事件の
種別
事務分配 開廷日 裁判官の配置

家事 家事審判事件(後見に関する

事件を除く。 ） 全部

家事審判事件(後見に関する

事件） 4分の3

家事調停事件 全部

人事訴訟事件 全部

通常訴訟事件 全部

上記以外の家事事件全部

家事審判事件(後見に関する

事件） 4分の1

火・金

随時

火・金

月・水

月・水

随時

随時

判事 有賀直樹

判事 中畑啓輔



垂
に
・
全
の

芽衲ノ 2

牛（渦も

身柄ノ Z女

五審判事仏

貝の令状請求畢件箸

） 2分α

羊俣誇事件2分a

18

少年保護事件

一般事件(交通事件を

除く。 ）

(身柄） 2分の1

交通事件（過失運転．

道交，ただし，交通集

団審判を除く。 ）

(在宅） 全部

(身柄） 2分の1

少年審判等共助事件

2分の1

少年審判雑事件（第17条

第2項の令状請求事件等を

除く。 ） 2分の1

準少年保護事件2分の1

時
時
時
時
時

随
月
随
随
随
随

判事 中畑啓輔



(別表第6）

I
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大田原支部 判事 渡辺 力

判事 東尾和幸

栃木支部 判事 片山憲
一

判事 秋庭美佳

判事補(特） 横井真由美

足利支部 判事 有賀直樹

判事 中畑啓輔


